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６
月
５
日　

本
会
議

　

諸
般
の
報
告
田
幡
議
長

　

�

小
川
地
区
衛
生
組
合

　

議
会
報
告　

上
野（
憲
）議
員

　

行
政
報
告　

吉
田
町
長

�

小
澤
教
育
長　

　

全
議
案
の
一
括
上
程
、
説
明

　

一
般
質
問

�

大
山
議
員　
　

�

上
野（
憲
）議
員

�

北
村
議
員　
　

６
月
６
日

　

一
般
質
問

�

上
野（
廣
）議
員

　

全
員
協
議
会

６
月
７
日
本
会
議

　

議
案
審
議　

12
件

滑川町健康づくり　行動宣言可決
　新たに滑川町浄　化槽事業特別会計
　　滑川町暴力団　排除条例を制定

　
平
成
24
年
６
月
定
例
会
は
６
月
５
日
に
招
集
さ
れ
、
４
日
間
の
会
期
で

開
か
れ
ま
し
た
。
今
定
例
会
で
は
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計
補
正
予
算
、

条
例
の
一
部
改
正
、
平
成
24
年
度
滑
川
町
浄
化
槽
事
業
特
別
会
計
予
算
の

議
定
等
、
12
議
案
が
上
程
さ
れ
、
慎
重
に
審
議
し
全
て
原
案
ど
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
は
４
名
の
議
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
質
問
し
ま
し
た
。

第１８０回
６月定例会

�

滑
川
町
健
康
づ
く
り

行
動
宣
言

　

本
町
は
県
内
で
も
高
齢
化
率
の

低
い
町
で
す
が
、
介
護
認
定
率
が

高
く
、
介
護
給
付
費
が
増
加
し
て

い
ま
す
。　

　

ま
た
後
期
高
齢
者
医
療
に
お
い

て
も
、
年
々
医
療
費
が
上
昇
し
、

国
民
健
康
保
険
医
療
費
を
上
回

り
、
町
民
の
医
療
費
負
担
が
年
々

重
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

宣
言
文

一�

、
食
生
活
を
見
直
し
、
運
動
に

親
し
み
、
元
気
な
身
体
を
つ
く

り
ま
す
。

一�

、
禁
煙
や
生
活
習
慣
な
ど
、
家

族
み
ん
な
で
健
康
に
つ
い
て
話

し
合
い
ま
す
。

一�

、
健
康
診
査
を
毎
年
受
け
、
自

分
の
身
体
の
健
康
を
考
え
ま

す
。

一�

、
仕
事
や
家
事
の
手
を
休
め
、

心
の
ゆ
と
り
を
つ
く
り
ま
す
。

一�

、
元
気
な
地
域
づ
く
り
を
目
指

し
ま
す
。

一�

、
人
と
自
然
と
が
共
生
し
た
、

み
ん
な
が
住
み
よ
い
環
境
を
作

り
ま
す
。

�

滑
川
町
浄
化
槽
事
業

特
別
会
計
条
例

　

平
成
24
年
10
月
１
日
よ
り
、
浄

化
槽
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
申
請
者
の
敷
地

に
町
が
浄
化
槽
を
設
置
し
、
維
持

管
理
も
町
が
行
い
ま
す
。
た
だ

議
案
第
37
号　

専
決
処
分
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
滑
川

町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
）

議
案
第
3８
号　

専
決
処
分
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
滑
川

町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
）

議
案
第
42
号　

滑
川
町
特
別
職
の

職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

議
案
第
43
号　

滑
川
町
事
務
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

議
案
第
47
号　

平
成
24
年
度
滑
川

町
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
1
号
）
の
議
定
に

つ
い
て

そ
の
他
４
議
案

そ
の
他
の
議
案

し
、
浄
化
槽
の
設
置
時
の
一
部
費

用
と
使
用
料
は
申
請
者
が
負
担
し

ま
す
。

　

対
象
は
、
単
独
処
理
浄
化
槽
や

汲
取
り
便
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽

へ
転
換
す
る
住
宅
と
し
、
生
活
改

善
の
整
備
を
進
め
る
も
の
で
す
。

�

滑
川
町
暴
力
団
排
除

条
例
の
制
定

　

暴
力
団
を
排
除
す
る
た
め
の
活

動
推
進
に
関
す
る
も
の
で
す
。

　

基
本
理
念
を
定
め
、
町
及
び
町

民
等
の
責
務
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
暴
力
団
排
除
活
動
を
推

進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定

め
る
た
め
の
条
例
で
す
。

特定検診会場で


